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予約・表示システム導入委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

この要領は、埼葛斎場組合（以下「組合」という。）が予約・表示システム導入業務

について事業者に委託するにあたり、業務全般に関して最も適正な企画力、技術力、実

施体制、実績等を持った業者を公募型プロポーザルの方式により選定するための手続き

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

予約・表示システム導入委託 

（２）対象施設 

埼葛斎場組合斎場 

（３）業務内容 

別紙仕様書による。 

（４）業務期間 

契約締結の日から令和９年９月３０日 

（５）提案上限額（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

システム構築・導入業務   14,234,000円 

 

３．参加資格要件 

この企画提案に参加できるものは、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

なお、複数の企業による共同参加は認めない。 

（１）春日部市、蓮田市、白岡市及び杉戸町（以下「構成市町」という。）のいずれかの

令和７・８年度入札参加資格者名簿に「電算業務」として登載があること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（３）構成市町の契約規則等により、入札の参加資格の排除を受けていない者であるこ

と。 

（４）告示日以後に構成市町の契約に係る入札参加停止等の措置要綱等に基づく入札参加    

停止等の措置を受けていない者であること。 

（５）告示日以後に構成市町の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱等に基づ

く入札参加等の措置を受けている者でないこと。 

（６）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがされている

者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。 

（７）民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがされている

者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。 

（８）令和３年度（２０２１年度）から令和７年度（２０２５年度）までに地方自治体

（一部事務組合を含む）の発注する「火葬場予約システム（斎場予約システム）」

の導入及び保守管理の実績があること。 
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４．選定スケジュール 

内     容 期 間 等 

公募開始 令和８年６月 ３日（水） 

質問の受付期間 
令和８年６月 ３日（水）～ 

令和８年６月１０日（水） 

質問への回答（予定） 令和８年６月１６日（火） 

参加申込書等の受付期間 
令和８年６月 ３日（水）～ 

令和８年６月２４日（水） 

第１次審査（書類審査）（予定） 令和８年６月下旬 

第１次審査の結果及び第２次審査実施の通知（予定） 令和８年７月 １日（水） 

第２次審査（プレゼンテーション）（予定） 令和８年７月 ８日（水） 

選考結果の通知（予定） 令和８年７月１０日（金） 

 

５．選定方針 

（１）審査方式 

プロポーザル参加者から提出された書類の内容について第１次審査を行い、上位３

者を選定する。上位３者により、企画提案書等の内容についてプレゼンテーションを

実施したうえで第２次審査を行い、受注候補者を選定する。 

（２）審査主体 

審査は、「予約・表示システム導入委託プロポーザル審査委員会設置要領」に基づ

き設置する、予約・表示システム導入委託プロポーザル審査委員会（以下「審査委員

会」という。）において行う。 

（３）第１次審査 

提出書類の内容について書類審査を行い、上位３者を選定する。 

（４）第２次審査 

企画提案書等の内容についてプレゼンテーションを行い、受注候補者１者を特定す

る。 

（５）審査結果通知 

第１次審査の結果は参加申込者に電子メールで通知する。 

第２次審査の結果は参加申込者に電子メールで通知し、組合事務局で閲覧可能とす

る。 

６．企画提案書の作成 

（１）作成全般に係る事項 

①参加者は、別添の仕様書等を熟読のうえ、次のとおり企画提案書を提出すること。 

②用紙サイズはＡ４とする。片面/両面印刷、モノクロ/カラー印刷の別は問わない。 

③様式は任意とする。 

④フォントサイズは１１ポイント以上を基本とする。ただし、図面等に記載するもの

はこの限りではない。 

⑤ページ数は企画提案書用の表紙を除いて２０ページ以内とする。両面印刷で提出の

場合は、１枚で２ページと換算する。また、ページ番号を振ること。 
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（２）企画提案書の記載事項 

①業務に対する基本方針 

本業務の理解度・課題等を解決するための基本方針を提示すること。 

②業務推進体制 

業務体制及び担当者等を提示すること。 

③システム稼働環境・ネットワーク環境 

本業務で導入するシステム稼働環境とネットワーク環境の概略図を提示すること。 

④保守・運用・セキュリティ対策・障害対応 

サポート体制及びセキュリティ対策について提示すること。 

⑤構築スケジュール 

契約から稼働開始までのスケジュールについて提示すること。 

⑥システム説明 

システム全般について、特徴、利用方法、操作フローなどを提示すること。 

⑦業務改善提案・システムの拡張性・独自提案（提出は任意） 

システムの導入による業務の見直し、事務の効率化や迅速化の実現や、システムの

拡張性や将来性が及ぼす事務改善について、仕様にない有益な独自提案があれば提示

すること。 

 

７．提出書類 

提出書類は次の表のとおりとし、すべてＡ４サイズとする。書類はフラットファイル

等に綴じ込み、正本１部、副本９部を提出すること。押印が必要な書類は正本に綴じ、

副本はその写しを綴じ込むこと。また、参加者名は明記して差し支えない。 

  

提出書類 注 意 事 項 

①表紙 様式任意 

②参加申込書兼誓約書 様式第１号 

③会社概要書 

様式第２号 

※会社概要の分かるパンフレット等がある場合は

添付すること。 

④取得資格・データセンター調書 

様式第３号 

※プライバシーマーク等の認証取得及び有資格者

の該当有りの場合は、認定証や資格者証等の写

しを添付すること 

⑤業務実績調書 
様式第４号 

※契約書の写しを添付すること。 

⑥企画提案書 「６．企画提案書作成」を参照のこと。 

⑦埼葛斎場予約・表示システム機

能要件書 
様式第５号 

⑧提案見積明細書 

様式第６－１号（システム構築・導入業務） 

様式第６－２号（予約・表示システム使用料） 

様式第６－３号（表示システム機器調達費用） 
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※様式第６‐２号（予約・表示システム使用料）及

び様式第６－３号（表示システム機器調達費用）

は提案上限額には含まない。 

 

８．提出方法・質問・回答 

（１）書類の提出方法 

持参または郵送等による提出とする。どちらの方法においても提出期限までに必着

とする。 

郵送等による提出の場合は、発送日及び郵送等提出の旨、電話連絡すること。ま

た、本組合が受領するまでの間に事故・天災等で紛失・遅延した場合の事情は考慮し

ない。 

（２）提出期限 

令和８年６月２４日（水）午後５時まで（郵送等の場合は必着）。 

持参による受付時間は、平日午前９時００分から午後５時まで。 

（３）質問の受付及び回答 

仕様書等の内容に関する質問を次のとおり受け付ける。なお、審査及び評価に関す

る質問は受け付けない。 

①提出書類 

質問書（様式第７号） 

②提出方法 

電子メールによる提出とする。電子メール送信後、質問書提出の旨、電話連絡する

こと。 

③提出期限 

令和８年６月１０日（水）午後５時まで 

④質問に対する回答 

質問に対する回答は、質問回答書として一括してとりまとめ、令和８年６月１６日

（火）午後５時までに本組合ホームページに掲載する。 

  

９．企画提案に係る審査 

（１）第１次審査 

提出書類の内容について、【評価基準表１】により審査を行い、上位３者を選定す

る。なお、参加申込者が３者以下の場合は、第１次審査は行わない。 

（２）第２次審査 

企画提案書等の内容についてプレゼンテーションを実施し、【評価基準表２】によ

り審査を行い、最高得点を獲得した１者を受注候補者とする。次に得点の高かった者

を次点の候補者とする。 

最高得点者に同数があった場合は、見積額が安価であった者を受注候補者とし、さ

らに見積額が同額であった場合は、審査委員の投票で決定する。投票が同数の場合

は、委員長の決するところによる。 

（３）企画提案者が１者のみとなった場合についてもプロポーザルを実施することとする

が、本組合が設けた最低点数を下回った場合は受注候補者としない。 
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（４）審査は審査委員会に置いて実施する。なお、審査委員会は非公開とする。 

 

１０．プロポーザルの辞退 

参加申込後、都合によりこのプロポーザルを辞退するときは、「参加辞退届（様式第

８号）を持参又は郵送により提出すること。提出期限は令和８年７月３日（金）午後５

時までとする。 

なお、参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いはない。 

 

１１．第２次審査（プレゼンテーション）について 

（１）実施日時 

令和８年７月８日（水）午前１０時から午後４時までの間 

（２）実施場所 

埼玉県春日部市内牧１４３１番地 埼葛斎場組合 葬祭棟２階 議場 

（３）形式 

対面形式とする。リモート形式での参加は認めない。 

（４）出席者数 

プレゼンテーション会場に入場できるのは３名までとする。 

（５）プレゼンテーション時間 

１者あたり３０分（説明時間２０分程度・質疑応答時間１０分程度） 

（６）質疑・応答した内容の仕様への反映 

質疑・応答した内容については、記録（様式は任意）を作成し、電子メールにて提

出すること。また、その内容は契約時の仕様へ反映するものとする。 

（７）プレゼンテーションに係る留意事項 

①プレゼンテーションは、本業務契約後に本業務を統括するプロジェクトの中心とな

る人物や統括者が行うものとする。 

②質疑・応答以外の新たな要素を追加したり、企画提案書の内容を変更したりするこ

とは求めない。 

③パソコン等を使用する場合は、事前に相談すること。スクリーン、プロジェクタ

ー、電源タップは本組合で用意するが、パソコン等、その他必要な物品について

は、参加者にて用意・持参すること。 

表示内容は、企画提案書の抜粋とし、企画提案書に記載のない表示は行わないこ

と。 

④プレゼンテーションの参加者ごとの開始時間等の詳細については、別途電子メール

で通知する。 

 

１２．最優秀提案者の選定方法及び結果の通知 

（１）最優秀提案者の選定 

審査委員会は、評価基準に基づき、提出書類及びプレゼンテーションに対する審査

を行い、最も優れた企画・提案能力を有する事業者を最優秀提案者とし、契約の相手

方の受注候補者とする。 

（２）評価基準 
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評価基準表のとおり 

（３）選定結果の通知 

選定の結果は、電子メールにて各事業者に通知するとともに、組合事務局で閲覧可

能とする。 

（４）選定結果に関する問い合わせ 

第２次審査対象者のうち、最優秀提案者として特定されなかった者は、その結果に

ついての問い合わせを書面（様式は任意）により求めることができる。ただし、その

請求は、結果の通知を送付した日の翌日から起算して５日以内とする。また、書面及

び回答の送付は電子メールによるものとする。 

 

１３．業務委託契約に関する事項 

（１）契約の締結 

最優秀提案者と契約締結の交渉を行う。なお、契約交渉が不調となった場合または

参加資格要件等を満たさないと認められた場合は、審査委員会で順位付けられた上位

の者から順に契約締結の交渉を行う。 

（２）業務の仕様 

本業務の仕様については、別添仕様書に定めるほか、企画提案書に記載された内容

を尊重し、発注者と受注者の協議のうえ定めるものとする。また、第２次審査におけ

る質疑・応答の内容も仕様に含めるものとする。 

 

１４．事業者の失格等 

当プロポーザル参加事業者が次のいずれかに該当する場合には、提出書類（参加申込

書等）を無効とし、本プロポーザルへの参加資格を失うものとする。 

（１）提出期限を過ぎて提出された場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）審査の公平性を害する行為があった場合 

（４）提案上限額を超えた場合 

（５）参加資格要件を欠くことになった場合 

（６）その他本要領に違反するなど審査委員会が不適格と認めた場合 

 

１５．その他の留意事項 

（１）本プロポーザルへの参加等に要する費用は、すべて事業者の負担とする。 

（２）審査方法、審査内容及び審査結果に対する異議の申し立ては一切認めない。 

（３）提出された書類等は返却しない。 

（４）提出された企画提案書等の内容について審査の過程で疑義が生じた場合は、必要に

応じて組合から照会を行うことがある。 

（５）組合は、提出された書類等について、埼葛斎場組合情報公開条例（令和６年条例第

３号）の規定に基づく請求により、第三者に開示することができるものとする。た

だし、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認

められる情報等については、非公開とする場合がある。 

 



 7 / 8 

 

１６．提出先・問い合わせ先 

  埼葛斎場組合事務局 

〒３４４－００５１ 埼玉県春日部市内牧１４３１番地 

電話番号：０４８（７５２）１５３１ 

ＦＡＸ ：０４８（７５４）００２２ 

ホームページ：http://saikatsu.or.jp /index.html 

メールアドレス：saikatsu@bz01.plala.or.jp 
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別紙 評価基準表 

 

【評価基準表１】第１次審査 

審査項目 評価内容 配点 

情報セキュリティ認証 
情報セキュリティ等の認証・有資格者・システム環境

に関すること 
20 

業務実績 同様のシステム導入の実績に関すること 30 

計  50 

 

【評価基準表２】第２次審査 

審査項目 評価内容 配点 

情報セキュリティ認証 情報セキュリティ等の認証・有資格者・システム環境

に関すること 
20 

業務実績 同様のシステムの実績に関すること 30 

企画提案 

業務に対する基本方針に関すること 10 

業務推進体制に関すること 10 

システム稼働環境・ネットワーク環境に関すること 10 

構築スケジュールに関すること 10 

システム説明・操作性に関すること 30 

業務改善案・システムの拡張性・独自提案に関するこ

と 
30 

保守・運用 
保守・運用サポート体制・障害対応に関すること 20 

セキュリティ対策に関すること 20 

プレゼンテーション 
プレゼンテーション能力・実施意欲・質疑応答対応に

関すること 
10 

見積額 

システム構築・導入業務 

（配点×最低見積価格/見積価格） 
40 

予約・表示システム使用料 

（配点×最低見積価格/見積価格） 
40 

表示システム機器調達費用 

（配点×最低見積価格/見積価格） 
20 

計  300 

 


